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１．はじめに 

（１）背景・目的 

 近年、ＡＩやＩｏＴといった急速な先進技術の発達を通じた社会構造の変化により、マンショ

ン居住者のライフスタイルやワークスタイルも多様化し、マンションを取り巻く環境は大きく変

化しつつある。また、先般、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から「新しい生活様式」が政

府より示されたが、管理組合運営においても、大きな変革が求められている。特に、理事会や総

会1については、感染リスクに鑑み、開催の延期を余儀なくされた管理組合もある中、またこの冬

の第三波の到来に対し、益々、「３密」を回避又は緩和して開催できる方法を構築する必要があり、

物理的な場所の制約を受けず、どこに居ても参加可能な「新しい総会のスタイル」が望まれてい

る。 

 

その実現に向け、ＩＴの利活用は必要不可欠であり、その他、利便性の向上、出席機会の拡大、

更には、会場費や当日の設営など、コスト削減並びに管理組合の負担軽減にも期待でき、今後の

有用な会議体の選択肢の一つになり得るものである。 

一方で、ＩＴ格差への懸念の声もあるが、身近な生活や職場での利用から、日本におけるイン

ターネットの利用率は約９０％に達し、今時点５０代、６０代の層が定年を迎えても、ＩＴの利

活用は継続することが予想されることから、高齢層の利用は環境の変化とインターネット「世代」

の年齢の積み上げという二つの要素で底上げされ、今後１０年を見据えた際、更なるＩＴの利活

用が拡大することが想定できる。 

 

これらを受け、管理組合のＩＴ化の第一歩として、総会や理事会にＩＴを活用する際、適正実

施が図られるよう、現行法では必ずしも明らかではない「ＩＴを活用した総会の在り方」につい

て、法的・実務的論点の明確化を目的とし、２０２０年９月に「ＩＴを活用した総会の在り方検

討会」（座長：鎌野邦樹早稲田大学法学学術院法科大学院教授）（以下、「検討会」という。）を立ち

上げ、計２回に渡って議論を重ねてきた。 

 

なお、会議体としての総会をどのように開催するかについては、各管理組合の態様（規模、Ｉ

Ｔ環境の整備状況及び各区分所有者のＩＴ環境の有無やリテラシーによる格差（以下、「ＩＴ格差」

という。）等）を踏まえ、望ましい手法が検討されるべきであり、必ずしも「ＩＴを活用した総会」

が望ましいという方向性を提示するものではない。あくまでも、管理組合が総会の在り方を検討

するときの追加的な選択を提供することを目的とし、管理組合が主体となって適正実施が図られ

るよう、問題となり得る法的・実務的な論点を明確にし、それに対する考え方をガイドラインに

て示すと共に、建物の区分所有等に関する法律（以下、「区分所有法」という。）並びに標準管理

規約等における解釈の明確化の必要性について、提言するものとする。 

 

1 マンションの区分所有者で構成される団体（管理組合）による区分所有法における「集会」を指すものであ

る。（以下同じ。） 
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 また、法的・実務的な論点の検討にあたっては、リアル総会においてこれまで積み重ねられて

きた解釈や実務をベースとしつつ、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いた総

会への出席という新しい行為態様における特異性等を踏まえ検討を行った。 

さらに、我が国においては、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いた出席を

可能とする総会の実施事例はあまりないため、会社法における「株主総会」について経済産業省

が公表した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」や商業上・生活上利用されてい

る現在の技術を参考とした部分もあるが、区分所有者自身によるマンションの管理という特性を

踏まえ、マンション管理の実務の担い手の意見等を聴取しながら、本検討会独自の検討を行った。 

 

（２）各種データから見えるマンションを取り巻く環境 

① 永住意識 

平成２５年度と平成３０年度を比較すると、マンション居住者の永住意識は高まっており、平 

成３０年度は６２.８％の区分所有者が「永住するつもりである」としている。 

 

【出典】国土交通省「平成３０年度マンション総合調査」 

 

 

②世帯主の年齢 

 平成２５年度と平成３０年度を比較すると、７０歳代以上の割合が増加する一方、３０歳代以 

下の割合が減少している。平成１１年度から平成３０年度の変化をみると、６０歳代、７０歳代 

以上の割合が増加、５０歳代以下の割合が減少しており、居住者の高齢化の進展がうかがわれる。 
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【出典】国土交通省「平成３０年度マンション総合調査」 

 

 

③ インターネット利用状況（個人） 

インターネット利用者は、全体で９割に迫るところまで増加。特に６０歳以上の年齢層でイン

ターネット利用が伸びている。  

 

【出典】総務省「令和元年通信利用動向調査」 
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④ インターネット利用機器の状況（個人） 

 個人のインターネット利用機器は、スマートフォンがパソコンを上回っている。 

 
【出典】総務省「令和元年通信利用動向調査」 

 

 

⑤ 年齢階級別モバイル端末保有状況（令和元年） 

 

【出典】総務省「令和元年通信利用動向調査」 
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⑥ 年齢階層別インターネット利用機器の状況（個人） 

 

【出典】総務省「令和元年通信利用動向調査」 
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⑤ 主な情報通信機器の保有状況（世帯） 

 スマートフォンを保有している世帯の割合が８割を超えており、固定電話（69.1％）・パソコン

（69.0％）を保有している世帯の割合を上回っている。 

【出典】総務省「令和元年通信利用動向調査」 
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２．ＩＴを活用した総会の在り方検討に係る経緯 

（１）「ＡＩ・ＩｏＴ等先進技術活用検討小委員会」での検討 

  昨今、ＡＩやＩｏＴといった急速な先進技術の発達を通じた社会構造の変化により、マンシ

ョン居住者のライフスタイルやワークスタイルも多様化し、マンションを取り巻く環境は大き

く変化しつつある。 

多様化・高度化する管理組合ニーズ、管理業務における利便性や生産性の向上、深刻化しつ

つある人手不足、これらの課題に対応する観点から、当業界においても、ＩＴ活用の推進は必

要不可欠であるとして、平成３０年９月に、一般社団法人マンション管理業協会（以下、「協会」

という。）では、業務・税制委員会の下に「ＡＩ・ＩｏＴ等先進技術活用検討小委員会（以下、

「ＡＩ・ＩｏＴ小委員会」という。）」を立ち上げ、ＩＴ等の先進技術活用方策について、様々

な角度から考察・検討を進めてきた。その成果として、今般のマンションの管理に関する適正

化の推進に関する法律（以下、「適正化法」という。）の一部改正に至り、ＩＴ化の推進として、

ＩＴ重説等を可能とする環境整備が図られたところである。 

そして、先般、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から「新しい生活様式」が政府より示

されたが、管理組合運営においても、大きな変革が求められ、特に「３密」となる総会の在り

方については、参集せずとも出席できる方法を構築する必要があると考える。 

また、今後益々、先進技術の急速な発達により、マンション居住者におけるライフスタイル

も多様化することが予想されることに鑑み、物理的な場所の制約を受けず、どこに居ても参加

可能な「新時代の総会」の実現が望まれ、かつ総会の出席手段が増えることで、区分所有者に

おける総会への出席機会の拡大も期待できることから、「ＩＴを活用した総会の在り方」につい

て検討を進めることとした。 

 

（２）「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望書」提出 

  ＩＴ技術の発展とインターネットの利活用の拡大は、他方で第三者による区分所有者のなり

すましやサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合等のリスクを高める。また、管

理組合における総会においては、管理組合が主体となり、それらリスクを回避するべく、ＩＴ

環境の整備や適正な実施が図られる必要性があり、かつ、今般のコロナ禍において、特に感染

すると重症化するリスクの高い高齢者については、ＩＴ格差への配慮の観点から、容易な利用

方法が望まれる。 

  現状のコロナ禍において、ＩＴを活用した集会の開催については、法務省ホームページにて

参照されている公益財団法人マンション管理センターホームページ「新型コロナウイルス感染

拡大におけるＩＴを活用した総会・理事会の開催に関するＱ＆Ａ」（以下、「マン管センターＱ

＆Ａ」という。）2において、区分所有法における集会の開催について、ＩＴ（WEB 会議システ

 

2 公益財団法人マンション管理センターホームページ参照 

https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/05/20200520-CORONA.pdf 

https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/05/20200520-CORONA.pdf
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ム等）を活用する際の基礎的な考え方が示されているところではあるが、「新しい総会の在り方」

として、適正な実施が図られるよう、法解釈の明確化の必要性を、国土交通大臣宛てに要望し

た。 

  また、当該要望と並行して、管理組合に対し、その必要性について、意向調査を実施した結

果、約６割の「必要とする」回答があったことを踏まえ、協会では、更なる課題や不明確事項

を抽出するため、「ＩＴを活用した総会に係る実証実験」を進めることとした。 

 

（３）ＩＴを活用した総会に係る意向調査の結果概要 （別添１ 参照） 

   

■調査期間：令和２年６月１０日（水）～７月３１日（金） 

  ■調査対象：当協会会員社１０社（ＡＩ・ＩｏＴ小委員会会社等）の受託管理組合 

  ■回答数 ：２，１７４件 

 

  インターネットを通じて、手持ちの端末（パソコン・タブレット・スマートフォン等）より、

自宅等から遠隔で参加可能とする「総会」の在り方について、「必要だと思う」という回答が、

全体の約６割を占めた。なお、「対面で行うべき」との回答は全体の１割に満たない結果となっ

た。 

 

（４）ＩＴを活用した総会に係る実証実験の結果概要（別添２ 参照） 

① 実施期間 

・令和２年８月１日（土）～９月２７日（日） 

  

② 実施内容 

理事会の開催方法としては、管理規約に規定すれば、テレビ会議等による参加や議決権行使

の方法がすでに取り得る3ことや、昨今のＩＴの発展や生活への浸透度に鑑みると、オンライン

に限定した総会についても、中長期的には、管理組合内での建設的対話の深化のための選択肢

の一つとなり得ると考えられるが、今回の実証実験においては、各区分所有者のＩＴ格差に配

慮し、マンションにおける総会へのＩＴ活用の第一歩として、実現性・汎用性の高いリアルと

オンラインを混合した併用型における実証実験を行うこととした。 

  なお、併用型については、物理的な参集場所を設けることから、当該場所（会場）への出席

を希望する区分所有者の出席機会も確保されることとなる。 

 

3 標準管理規約（単棟型）コメント第 53 条関係「理事会に出席できない理事ついて、インターネット技術によ

るテレビ会議等での理事会参加や議決権行使を認める旨を、規約において定めることも考えられる。」 
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③ 実施方法   

  当協会設置の「ＡＩ・ＩｏＴ小委員会」にて、令和２年７月策定の「ＩＴを活用した総会実

証実験ガイドライン」に倣って実施。 

 

④ 結果概要 

  ■実施期間 ：令和２年８月１日（土）～９月２７日（日） 

  ■実施対象 ：当協会小委員会会社６社の受託管理組合 

 

 ≪リアル＋オンライン併用型≫ 

  ■実施組合数：７件（模擬総会含む） 

  ■総戸数  ：２０～２０７戸 

  ■築年数  ：２～４８年 

 

≪リアル＋オンライン傍聴型≫ 

  ■実施組合数：２４件 

  ■総戸数  ：６～４８８戸 

  ■築年数  ：６～５１年 

   

 ≪主な意見（共通）≫  

  ・場所の制限が無いため、自宅や職場、海外等の遠隔地からでも参加が可能。 

  ・自宅で子育てしながら参加可能となり、出席手段の拡大に。 

  ・リゾートや投資型における外部居住の区分所有者の参加実現。 

  ・役員のなり手不足解消、若返りに期待大。 

  ・オンライン形式のみの開催であれば、会場費の削減に効果大。 

・通信障害時への対応における取扱いが不明瞭 

・ＩＴ環境整備におけるコスト負担増 

・現行法において、ＩＴ総会（併用型・完全オンライン）の開催可否が不明瞭。 

  ・オンライン出席者による議決権行使等の法的有効性についての明確化の必要性。 

・法的に集会（総会）の成立要件を満たしているか、解釈の明確化が必要。 

・開催場所は、オンライン上でも可能か、解釈の明確化が必要。 

・オンライン形式（出席型・参加型）を併用する際、その開催要件（総会決議の要否等）

についての明確化が必要。 

・標準管理規約への反映（規約モデルの策定）の必要性。 

・通信障害や通信不良となった場合の対応や考え方の明確化が必要。 

・完全オンライン形式でも実施可能な環境整備をお願いしたい。 

・適正実施を図るためのガイドラインが必要。 
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３．ＩＴを活用した総会の在り方検討 

 

（１）現状の解釈 

「マン管センターＱ＆Ａ」においては、「（省略）区分所有者が、単に傍聴をするのではなく、

WEB 会議システム等を用いて集会に出席し、議決権を行使することを認めることについては、

第三者が区分所有者になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具

合が発生した場合等には、集会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要が

あります。」という基礎的な考え方が示されている。 

 

（２）当検討会における基本的な考え方 

集会（総会）における決議は、区分所有者が自分たちの問題を議論し、練り上げて、各人の

意見の相乗効果により、もっとも妥当な結論に達することに意義があると考える4。 

そのため、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いて、リアルタイムに開催

場所と各区分所有者との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されている環境にあれば、上

記集会（総会）の意義を満たし、管理者からの事務報告や、区分所有者同士の建設的な議論の

機会として、有用な手段であると考える。 

 

なお、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いて集会（総会）を開催する場

合は、第三者が区分所有者になりすました場合やサイバー攻撃、大規模障害等による通信手段

の不具合（以下、「通信障害」という。）が発生する可能性が考えられるため、予めの対策を行

うことの必要性や、発生時の対応等について事前に管理組合内で協議しておくことが望ましい。 

 

つまり、留意すべき点はあるものの、現行の区分所有法において、インターネット等の手段

（WEB 会議システム等）を用いて集会（リアル＋オンライン併用型総会、オンライン総会）を

開催することは否定されるものではないと考える。 

 

（３）類型整理 

現在、管理組合が開催する一般的な集会（総会）は、物理的に存在する会場において、区分

所有者等が一堂に会する形態で行われている（リアル総会）。他方、近年のＩＴの発展や「新し

い生活様式」を踏まえれば、有用な選択肢の一つとして、ＩＴ等を活用して遠隔参加する方法

も考えられ、その具体的な在り方については、複数のパターンが考えられる。  

 

 

 

4 高層住宅法研究会編著『改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック』［2007］ 問 20【説明】 



- 14 - 

 

• 出席方法の多様化による区分所有者の出席機会の拡大及び議決権行

使の活性化（参加増）につながる可能性

•会場の選択肢の拡大

•コロナ禍における接触機会の減少

（感染により重症化しやすい高齢者を守る手段）

メリット

•円滑なオンライン出席に向けた調整やシステム活用等の環境整備

（サイバー攻撃・通信障害等への対応）

•出席者の不注意による情報漏洩への配慮

（ログインID・PWの流出によるなりすまし等）

留意事項

１．リアル総会を開催する一方で、当該リアル総会の場に在所しない区分所有者等について 

も、WEB 会議システム等を用いて遠隔からこれに出席し、議決権行使・質疑等すること 

を許容する形態（リアル＋オンライン併用型総会）。 

２．リアル総会を開催せず、区分所有者等がすべて WEB 会議システム等を用いて総会に出席 

する形態（オンライン総会）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）メリット・留意事項 
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■ リアル＋オンライン併用型 総会 

 

（１）当検討会における基本的考え方 

管理組合によるリアル＋オンライン併用型総会の採用は、区分所有者の総会への出席方法につ

いて、リアル総会の開催場所へ実際に臨むという方法に加えて、インターネット等の手段（WEB

会議システム等）を用いての出席（以下、「オンライン出席」という。）という選択肢を追加的に

提供するものであり、区分所有者の多様性（ＩＴ格差等）を考慮した、実現性・汎用性の高い手

段と考える。また、コロナ禍において、オンライン出席の選択肢を追加することで、会場への参

集人数を極力減少させることが可能となり、リアル会場へ参集する選択肢に限定される区分所有

者にとっても、３密を回避し、コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させる効果が期待でき

るため、当該方法を採用する意義があると考える。 

 

リアル＋オンライン併用型総会の運営の在り方の検討に当たっては、リアル総会で一般に行わ

れている実務を応用するということを基本に考えつつも、オンライン出席という態様から考えら

れる特異性や、新しい技術の発展を前提に、論点を整理することが必要と考えられる。  

 

また、リアル＋オンライン併用型は、リアルな集会（総会）の開催に加えて、追加的な出席手

段を提供するものであり、ＩＴ格差への配慮の観点から、物理的な場所（会場）への出席を希望

する区分所有者の出席機会が失われることのないよう留意が必要である。 

 

 もっとも、追加的な手段ではあるものの、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を

用いた出席方法を提供する以上、招集者は、集会（総会）において区分所有者による議決権行使

や質問の取扱い等に係るリアル総会との違いについて、事前に周知を行うなど、適切な対応が求

められる。 

 

（２）法的・実務的論点  

情報伝達の即時性、双方向性という観点から、法的・実務的に適正実施が図られるよう、特に

以下の点について整理を行い、ガイドラインにて、当検討会における一定の考えを示すこととし

た。（別添３「ＩＴを活用した総会の実施ガイドライン」参照） 

 

① オンライン出席区分所有者の出席並びに議決権行使の取扱いについて 

② オンライン出席者（区分所有者・代理人）の本人確認について  

③ オンライン出席区分所有者からの質問の取扱いについて  

④ 通信障害等への対応について 
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■ オンライン総会 

 

（１）当検討会における基本的考え方  

本報告書においては、単に「オンライン総会」というときは、リアル総会を開催することなく、

区分所有者等が、インターネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いて、区分所有法上の「出

席・議決権行使」をする集会（総会）を意味する。 

 

オンライン総会の運営の在り方検討に当たっては、近年のＩＴの発展や「新しい生活様式」を

踏まえ、インターネットを通じて、画面越しに一堂に会すことのできる会議体として、中長期的

には、全員がＩＴ等を活用して総会に遠隔参加することも考えられ、管理組合内での建設的対話

の深化のための今後の有用な選択肢の一つとなり得る。 

 

特に、リゾート型や投資型マンションにおける区分所有者は、外部居住が多く、インターネッ

ト等の手段（WEB 会議システム等）の活用は、総会への出席の機会をさらに拡大し得る期待があ

り、また、物理的な場所（会場）を不要とすることから、外部の会場確保、音響機材・什器等の準

備や当日の設営等、管理組合負担（コスト、運営面）の削減にも期待できるため、「新しい総会」

の在り方として、法的・実務的に論点を整理することが必要と考えられる。  

 

なお、会議体としての総会をどのように開催するかについては、議案の内容、管理組合の規模、

ＩＴ環境の発展段階、及び区分所有者の構成（ＩＴ格差を含む。）等の状況を踏まえて、各管理組

合において望ましい手法が検討されるべきであり、決して、ＩＴリテラシーの高い招集者が、オ

ンライン総会の開催を濫用的に行い、区分所有者が集会（総会）における出席機会を失うことが

あってはならず、その観点から、必ずしもオンライン総会が望ましいという方向性を提示するも

のではない。あくまでも、管理組合が自身の総会の在り方を検討するときの追加的な選択肢を提

供することを目的とするものである。  

 

（２）法的・実務的論点  

リアル総会を開催しないことから、以下の点について、法的・実務的論点を整理し、ガイドラ

インにて当検討会における一定の考えを示すことした。 

 

① 開催場所の考え方について 

② 開催手法の選択について 
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■ リアル＋オンライン併用型 理事会 

 

（１）当検討会における基本的考え方  

管理組合によるリアル＋オンライン併用型理事会は、理事及び監事（以下、「理事等」という。）

の理事会への出席方法について、リアルの開催場所へ実際に臨むという方法に加えて、オンライ

ン出席という選択肢を追加的に提供するものであり、理事等のライフスタイルやワークスタイル、

ＩＴ格差への配慮の観点から、実現性・汎用性の高い手段と考える。 

 

ＩＴを活用した理事会運営の在り方については、法務省ホームページにて参照されている（公

財）マンション管理センターホームページ「新型コロナウイルス感染拡大におけるＩＴを活用し

た総会・理事会の開催に関するＱ＆Ａ」より、「一般的には、理事会の運営等については、管理規

約の定めによるほか、別に細則を定めることができることとされており（標準管理規約第 70 条）、

あらかじめ管理規約や細則で定めることにより、理事会について WEB 会議システムや電子メー

ル等を用いて開催することは可能です。しかしながら、管理規約や細則に理事会の運営等に係る

特段の定めがない場合であっても、新型コロナウイルス感染拡大の予防という観点から、新型コ

ロナウイルス感染症への対応が求められる当面の間においてやむを得ず管理規約に規定されてい

ない手法による対応が求められる際には、区分所有者からの理解や了承が得られれば、そのよう

な対応がなされても不適切ではないと考えられます。」という見解が示されている。 

 

なお、標準管理規約コメント第 53 条関係⑤において、「理事会に出席できない理事について、

インターネット技術によるテレビ会議等での理事会参加や議決権行使を認める旨を、規約におい

て定めることも考えられる。」と示されており、オンライン出席する理事について、理事会に出席

できない場合という限定的に容認する解釈が示されている。 

 

（２）運用上の論点  

今後の大規模災害やパンデミックの発生に備え、また、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）を促進する観点から、理事会におけるオンラインの更なる活用が期待できる。 

しかし、各管理組合がリアルに加え、オンライン出席・議決権行使を認める理事会を実施する

際、管理規約への規定が必要と考えるため、標準管理規約への反映が必要と考える。 
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■ オンライン理事会 

 

（１）当検討会における基本的考え方  

管理組合によるオンライン理事会は、リアル理事会を開催することなく、理事等が、インター

ネット等の手段（WEB 会議システム等）を用いて、「出席・議決権行使」をする理事会をいう。 

 

オンライン理事会の運営の在り方については、今後の大規模災害の発生やパンデミックの発生

に備え、また、多様な働き方への対応が求められ、マンション居住者のライフスタイルやワーク

スタイルも大きく変化している中、有用な選択肢の１つとしてなり得る。 

今後の通信技術の進歩により、合理的な範囲で双方向性、即時性を持った形での完全オンライ

ン開催も可能となり得ることから、管理規約を整備し、適正な実施が図られることが望まれる。 

 

なお、会議体としての理事会をどのように開催するかについては、議案の内容、ＩＴ環境の発

展段階、及び理事等の構成（ＩＴ格差を含む。）等の状況を踏まえて、各管理組合において望まし

い手法が検討されるべきであり、決して、ＩＴリテラシーの高い理事等が、オンライン理事会の

開催を濫用的に行い、役員の資格制限を設けたり、出席機会を失うことがあってはならず、あく

までも、管理組合が自身の理事会の在り方を検討するときの追加的な選択肢を提供することを目

的とするものである。  

 

（２）運用上の論点  

物理的な場所で行われるリアルな理事会を開催しないことから、オンライン理事会の開催方法

について、規約への規定が必要と考えるため、標準管理規約への反映が必要と考える。 
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４．本検討会のとりまとめ 

 

（１）コロナ禍への対応について 

今般のコロナ禍において、感染リスクを懸念し、参集しなければならない総会について延期を 

余儀なくされた管理組合もある中、またこの冬の第三波の到来に対し、益々、「３密」を回避した

総会の在り方が望まれ、その実現に向け、ＩＴの利活用は有用な手段と捉えている。 

現在、「マン管センターＱ＆Ａ」において、区分所有法における集会の開催について、ＩＴ（WEB

会議システム等）を活用する際の基礎的な考え方が示されているが、適正な実施が図られるため

には、課題となり得る法的・実務的論点を今一度整理し、それに対する考え方を明確化する必要

があると考え、このコロナ禍の対応として、今般、本検討会において、一定の考え方をガイドラ

インに示すこととした。 

 

（２）今後の課題への「提言」について 

①  オンライン集会（総会）・リアル＋オンライン併用型集会（総会） 

今後は、コロナ禍という緊急措置ではなく、「新しい生活様式」が定着し、ＩＴの利活用が拡

大することに鑑み、ＩＴを活用した集会（総会）の適正実施に向け、以下の点について、区分

所有法並びに標準管理規約等における法解釈の明確化が必要と考える。 

 

ⅰ．オンライン出席区分所有者の議決権行使の取扱いについて 

ⅱ．オンライン出席の管理者等による、毎年１回の「事務報告」の取扱いについて 

ⅲ．オンライン形式で開催する際の招集手続き（通知事項等）について 

 

② オンライン理事会・リアル＋オンライン併用型理事会 

現在のマンション標準管理規約では、WEB 会議システム等を用いた理事会の開催は、限定的

な手段としての取扱いとなっており、主体的な開催を可能とするためにも、以下の点について、

標準管理規約等へ明示することが必要と考える。 

 

ⅰ．オンライン形式にて理事会を開催する際の規約モデル 

ⅱ．オンライン出席者の議決権行使の取扱いについて 

ⅲ．オンライン形式で開催する際の招集手続き（通知事項等）について 

 


